
 

 

○福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程 

平成２２年３月２４日 

福岡県警察本部訓令第７号 

改正 平成２４年本部訓令第３号 

平成２５年本部訓令第１２号 

平成３１年本部訓令第９号 

令和３年本部訓令第１４号 

福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程を次のように定める。 

福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程 

福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程（昭和３０年福岡県警察本部訓令第１号）の全部を改正

する。 

（目的） 

第１条 この訓令は、福岡県警察職員（以下「職員」という。）の柔道及び剣道（以下「柔剣道」

という。）の段級審査に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（段級審査の範囲） 

第２条 この訓令による柔剣道の段級審査は、段位は初段から５段までとし、級位は剣道につい

てのみ１級とする。 

（段級審査の実施等） 

第３条 警務部長は、段級審査を実施し、その合格者を認定する。 

２ 警務部教養課長（採用時教養期間中の者（福岡県警察学校に入校中の者に限る。）が受審す

る段級審査にあっては、警察学校長）は、この訓令に基づいて実施する段級審査について必要

な審査を行い、その結果を警務部長に報告するものとする。 

（令３本部訓令１４・旧６条を一部改正し繰上） 

（段級審査の種別等） 

第４条 段級審査の種別は、柔道にあっては審査及び推薦とし、剣道にあっては審査とし、いず

れも年１回以上これを行う。 

（令３本部訓令１４・旧７条を繰上） 

（通知） 

第５条 警務部長は、段級審査の日時、場所その他段級審査に関し必要な事項をその都度定め、

所属長（警察本部の課、警務部監察官室及び部の附置機関、福岡市警察部庶務課、北九州市警

察部機動警察隊、警察学校並びに警察署の長をいう。以下同じ。）に通知するものとする。 



 

 

２ 前項の規定による通知を受けた所属長は、当該段級審査の日時、場所その他段級審査に関し

必要な事項を段級審査を受ける資格のある職員に周知させなければならない。 

（平２４本部訓令３・本条一部改正、令３本部訓令１４・旧８条を一部改正し繰上） 

（受審資格） 

第６条 段級審査を受けることができる資格の年限は、別表のとおりとする。 

（令３本部訓令１４・旧９条を一部改正し繰上） 

（受審の手続） 

第７条 所属長は、段級審査を受けようとする職員について、柔道にあっては柔道段級審査受審

者名簿（様式第１号）に、剣道にあっては剣道段級審査受審者名簿（様式第２号）に記載し、

警務部長の指定する期日までに、警務部長に提出しなければならない。 

（令３本部訓令１４・旧１０条を一部改正し繰上） 

（審査による段級審査） 

第８条 審査による段級審査は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるところにより

行うものとする。 

(1) 柔道 実技審査及び形審査 

(2) 剣道 １級にあっては実技審査、段位にあっては実技審査、形審査及び学科審査 

２ 審査の細目その他必要な事項は、その都度警務部長が定めるものとする。 

（令３本部訓令１４・旧１１条を一部改正し繰上） 

（推薦による段級審査等） 

第９条 推薦による柔道の段級審査は、やむを得ない理由のため受審できず、かつ、第６条の受

審資格を備えた職員に対して、書面によってこれを行うものとする。 

（令３本部訓令１４・旧１２条を一部改正し繰上） 

第１０条 所属長は、前条に規定する職員について、各人につき推薦書（様式第３号）を警務部

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、４段以上の審査による段級審査を受けようとする職員について準用する。 

（令３本部訓令１４・旧１３条を一部改正し繰上） 

（合格基準） 

第１１条 段級審査の合格基準は、警務部長が別に定める。 

（令３本部訓令１４・旧１４条を一部改正し繰上） 

（合格者の通知等） 

第１２条 警務部長は、段級審査に合格した職員（警察行政職員を除く。）に対し、段級審査合



 

 

格者名簿（様式第４号）により、当該段級審査に合格した職員の属する所属の長に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた所属の長は、その旨を当該段級審査に合格した職員に通知す

るものとする。 

３ 警務部長は、段級審査に合格した職員（剣道にあっては、４段以上の段級審査に合格した職

員を除く。）の希望により、柔道にあっては公益財団法人講道館（以下「講道館」という。）

に、剣道にあっては一般財団法人全日本剣道連盟（以下「全日本剣道連盟」という。）にそれ

ぞれ合格した段級位と同じこれらの法人が認定する段級位を取得できるように推薦するものと

する。ただし、柔道の推薦において、公益財団法人全日本柔道連盟（以下「全日本柔道連盟」

という。）に会員の登録を行っていない職員は、この限りでない。 

（平２５本部訓令１２・平３１本部訓令９・本条一部改正、令３本部訓令１４・旧１５

条を一部改正し繰上） 

（他の機関の行った段級審査の効力等） 

第１３条 管区警察学校、皇宮警察及び他の都道府県警察が行った段級審査に合格した職員並び

に講道館及び全日本剣道連盟の段級位取得者にあっては、警務部長が当該事実を確認の上、こ

の訓令による当該段級位者とみなす。 

２ 所属長は、講道館又は全日本剣道連盟の段級審査を受け合格した職員の段級位を警務部教養

課長を経由して警務部長に報告するものとする。 

（令３本部訓令１４・旧１７条を一部改正し繰上） 

（関係書類の保存） 

第１４条 警務部教養課に備え付ける簿冊名、編集する書類及び保存期間は、次表のとおりとす

る。 

簿冊名 編集する書類 保存期間 

福岡県警察柔道及び剣道段級審査管理簿 柔道段級審査受審者名簿 長期 

剣道段級審査受審者名簿 

段級審査合格者名簿 

（令３本部訓令１４・旧１８条を一部改正し繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 



 

 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程第７条の規定による段級の審

査に合格した者は、この訓令による改正後の福岡県警察柔道及び剣道段級審査規程第７条の規

定による段級審査に合格した者とみなす。 

附 則（平成２４年２月２８日福岡県警察本部訓令第３号）抄 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年５月１日福岡県警察本部訓令第１２号） 

この訓令は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日福岡県警察本部訓令第９号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月１日福岡県警察本部訓令第１４号） 

この訓令は、令和３年７月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

（令３本部訓令１４・旧別表第１を一部改正） 

段級位 受審資格の年限 

柔道 剣道 

１級   受審資格年限なし 

初段 受審資格年限なし １級取得後６０日以上 

２段 初段取得後１年半以上 初段取得後１年以上 

３段 ２段取得後２年以上 ２段取得後２年以上 

４段 ３段取得後３年以上 ３段取得後３年以上 

５段 ４段取得後４年以上 ４段取得後４年以上 



 

 

 


